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(57)【要約】
【課題】体腔内の像を観察しながら、内視鏡ツールの視
認性を高めることができる内視鏡ビデオシステムを得る
。
【解決手段】体腔内を観察するための内視鏡ビデオシス
テムにおいて、体腔内を照明する光源と、照明された体
腔の第１の像を撮像する第１のカメラとを有する第１の
器具；医療処置を行うための手術ツールと、照明された
体腔の第２の像を撮像する第２のカメラとを有する第２
の器具；撮像された第１の像及び第２の像を受け取るビ
デオコントロールユニット；及びビデオコントロールユ
ニットから送信された第１の像及び第２の像を表示する
ビデオディスプレイ；を有する内視鏡ビデオシステム。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
体腔内を観察するための内視鏡ビデオシステムにおいて、
　体腔内を照明する光源と、照明された体腔の第１の像を撮像する第１のカメラとを有す
る第１の器具；
　医療処置を行うための手術ツールと、照明された体腔の第２の像を撮像する第２のカメ
ラとを有する第２の器具；
　撮像された第１の像及び第２の像を受け取るビデオコントロールユニット；及び
　上記ビデオコントロールユニットから送信された第１の像及び第２の像を表示するビデ
オディスプレイ；
を有することを特徴とする内視鏡ビデオシステム。
【請求項２】
請求項１記載の内視鏡ビデオシステムにおいて、上記第１の器具はさらに、第１の像を受
け取り、ビデオコントロールユニットへ送信する、第１のイメージカプラーと第１のカメ
ラヘッドを有する内視鏡ビデオシステム。
【請求項３】
請求項１記載の内視鏡ビデオシステムにおいて、上記第２の器具は、ハンドピースと、こ
のハンドピースの先端部に結合されていてその軸方向に延びる、体腔内へ挿入される回転
シャフトを備えている内視鏡ビデオシステム。
【請求項４】
請求項３記載の内視鏡ビデオシステムにおいて、上記手術ツールは、上記回転シャフトの
先端部に設けられた一対のジョーを備え、この一対のジョーの間にクリップが供給される
内視鏡ビデオシステム。
【請求項５】
請求項３記載の内視鏡ビデオシステムにおいて、上記回転シャフトは第２のカメラを内蔵
し、該第２のカメラは、上記回転シャフトの内部空間に沿って上記ハンドピースから一対
のジョーに軸方向に延びる撮像スコープを備えている内視鏡ビデオシステム。
【請求項６】
請求項５記載の内視鏡ビデオシステムにおいて、上記撮像スコープは、その先端部に対物
レンズシステムを備え、手元側に、第２のイメージカプラーと第２のカメラヘッドを有す
る第２の像送信ユニットを備え、上記第２の像送信ユニットが第２の像を受け取り上記ビ
デオコントロールユニットに送信する内視鏡ビデオシステム。
【請求項７】
請求項６記載の内視鏡ビデオシステムにおいて、上記撮像スコープは光ファイバを含んで
いる内視鏡ビデオシステム。
【請求項８】
請求項７記載の内視鏡ビデオシステムにおいて、上記光ファイバは、上記対物レンズシス
テムと該光ファイバが軸ねじれを生じることなく上記一対のジョーと一緒に回転するよう
に、上記ハンドピースに備えられた軸受に固定されている内視鏡ビデオシステム。
【請求項９】
請求項７記載の内視鏡ビデオシステムにおいて、上記光ファイバは、該光ファイバが一対
のジョーと一緒に回動したとき該光ファイバに加わるストレスを減少させるサービスルー
プを備えている内視鏡ビデオシステム。
【請求項１０】
請求項１記載の内視鏡ビデオシステムにおいて、上記第２のカメラは、上記第２の器具の
軸方向と平行な光軸を有する対物レンズシステムを備えている内視鏡ビデオシステム。
【請求項１１】
請求項３記載の内視鏡ビデオシステムにおいて、上記ハンドピースは、ハンドル部分と、
このハンドル部分に枢着された、上記手術ツールを動作させるトリガーとを備えている内
視鏡ビデオシステム。
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【請求項１２】
請求項４記載の内視鏡ビデオシステムにおいて、上記ハンドピースは、該ハンドピース内
に挿入可能な、クリップを有するカートリッジを備え、該カートリッジは、該カートリッ
ジからのクリップが上記一対のジョーの間に位置するように、上記回転シャフトを通って
送り出す内視鏡ビデオシステム。
【請求項１３】
請求項４記載の内視鏡ビデオシステムにおいて、上記ハンドピースは、上記第２の器具の
軸方向回りに上記回転シャフトを回転させ、上記一対のジョーの方向を調整するアジャス
ターを備えている内視鏡ビデオシステム。
【請求項１４】
請求項８記載の内視鏡ビデオシステムにおいて、上記ハンドピースは、上記軸受に固定さ
れた撮像スコープの回転とは独立させて、上記回転シャフトを回転させるアジャスターを
備えている内視鏡ビデオシステム。
【請求項１５】
請求項１記載の内視鏡ビデオシステムにおいて、上記第２の器具は、クリップ供給器であ
る内視鏡ビデオシステム。
【請求項１６】
請求項５記載の内視鏡ビデオシステムにおいて、上記撮像スコープは、上記回転シャフト
に沿って設けられた第１の部分と、上記ハンドピースに沿って設けられた第２の部分とを
有している内視鏡ビデオシステム。
【請求項１７】
請求項１記載の内視鏡ビデオシステムにおいて、上記ビデオコントロールユニットは、
　第１の像送信ユニットを介して第１の器具に電気接続された第１のカメラコントローラ
；
　第２の像送信ユニットを介して第２の器具に電気接続された第２のカメラコントローラ
；及び
　上記第１のカメラコントローラ、第２のカメラコントローラ及びビデオディスプレイに
接続されたピクチャーインピクチャーコンバータ；
を備え、
　上記ピクチャーインピクチャーコンバータはビデオディスプレイと通信して、上記第１
の像及び第２の像を同時に表示する内視鏡ビデオシステム。
【請求項１８】
請求項１７記載の内視鏡ビデオシステムにおいて、上記ピクチャーインピクチャーコンバ
ータは、ビデオディスプレイに表示される第１の像と第２の像の相対的な大きさを調整す
るプロセッサを含んでいる内視鏡ビデオシステム。
【請求項１９】
請求項１７記載の内視鏡ビデオシステムにおいて、上記ピクチャーインピクチャーコンバ
ータは、ビデオディスプレイに表示される第１の像と第２の像の相対的な位置を調整する
プロセッサを含んでいる内視鏡ビデオシステム。
【請求項２０】
請求項１７記載の内視鏡ビデオシステムにおいて、上記ピクチャーインピクチャーコンバ
ータは、ビデオディスプレイに、第１の像と第２の像の少なくとも一方と、照明された体
腔の像ではない第３の像を表示するプロセッサを含んでいる内視鏡ビデオシステム。
【請求項２１】
請求項１記載の内視鏡ビデオシステムにおいて、上記第１の像は照明された体腔の透視像
、第２の像は医療処置の対象部位の透視像であり、この第１の像と第２の像がビデオディ
スプレイに同時に表示される内視鏡ビデオシステム。
【請求項２２】
請求項２１記載の内視鏡ビデオシステムにおいて、上記医療処置の対象部位の透視像は、
上記手術ツールの軸方向と平行な方向からの像である内視鏡ビデオシステム。



(4) JP 2011-189119 A 2011.9.29

10

20

30

40

50

【請求項２３】
ハンドピース；
　フレームと一対のジョーを有し、上記ハンドピースから軸方向に延びるツールエンドア
ッセンブリ；
　上記ツールエンドアッセンブリを取り囲んで上記ハンドピースから延びる回転シャフト
、上記一対のジョーは、この回転シャフトの先端部に設けられていて少なくとも一つの対
象物にクリップを供給すること；及び
　上記フレームに固定され、上記回転シャフトの内部空間に沿って軸方向に延びる撮像ス
コープ；
を有することを特徴とするクリップ供給器。
【請求項２４】
請求項２３記載のクリップ供給器において、上記撮像スコープは、上記ツールエンドアッ
センブリの軸方向と平行な方向の像を撮像する、上記フレームの先端に備えられた対物レ
ンズシステムと、上記撮像スコープの手元側に備えられたイメージカプラーとカメラヘッ
ドを有し、上記対物レンズユニットで撮像された像をビデオディスプレイに送信する像送
信ユニットを備えているクリップ供給器。
【請求項２５】
請求項２３記載のクリップ供給器において、上記ツールエンドアッセンブリに固定された
、上記一対のジョーと撮像スコープは、上記回転シャフトと一緒に回転するクリップ供給
器。
【請求項２６】
請求項２３記載のクリップ供給器において、さらに、
　上記ハンドピースのセンタに結合されたカラー；
　上記ハンドピースの上端部に備えられた補強マウント；及び
　上記カラーの上端部から上記補強マウントの上端部に延びるフード；
を備え、
　このフードとハンドピースの少なくとも一部との間に、空間が形成されているクリップ
供給器。
【請求項２７】
請求項２３記載のクリップ供給器において、上記撮像スコープは、上記回転シャフトに沿
って設けられた第１の部分と、上記ハンドピースに沿って設けられた第２の部分とを有し
ているクリップ供給器。
【請求項２８】
請求項２６記載のクリップ供給器において、上記撮像スコープは、上記回転シャフトに沿
って設けられた第１の部分と、上記フード内の空間に設けられた第２の部分とを有してい
るクリップ供給器。
【請求項２９】
請求項２７記載のクリップ供給器において、上記カラーは、上記撮像スコープの第２の部
分と第１の部分を上記回転シャフトに沿って結合するのを可能とする開口を備えているク
リップ供給器。
【請求項３０】
請求項２３記載のクリップ供給器において、上記ハンドピースは、
　ハンドル部分；
　このハンドル部分に枢着された上記一対のジョーを動作させるトリガー；及び
　上記回転シャフトの反対側のハンドピースの手元側に備えられたクリップを有するカー
トリッジを受け入れる開口；
を備え、
　該カートリッジは、該カートリッジからのクリップが上記一対のジョーの間に位置する
ように、上記回転シャフトを通って送り出すクリップ供給器。
【請求項３１】
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請求項２６記載のクリップ供給器において、上記撮像スコープは光ファイバを含んでいる
クリップ供給器。
【請求項３２】
請求項３１記載のクリップ供給器において、さらに、上記補強マウントを通って延びる軸
受を有し、上記光ファイバの手元側の端部は、該光ファイバがねじれないように、上記補
強マウントに対して回転するように、この軸受に固定されているクリップ供給器。
【請求項３３】
請求項３１記載のクリップ供給器において、上記一対のジョーと光ファイバは、上記ツー
ルエンドアッセンブリに固定されていて、上記回転シャフトと一緒に回転し、上記光ファ
イバは、該光ファイバが上記一対のジョーと一緒に回転するとき、該光ファイバに加わる
ストレスを減少させるサービスループを備えているクリップ供給器。
【請求項３４】
請求項２３記載のクリップ供給器において、上記ハンドピースは、上記ツールエンドアッ
センブリの軸方向回りに上記回転シャフトを回転させ、上記一対のジョーの方向を、少な
くとも一つの対象物回りに供給するように調整するアジャスターを備えているクリップ供
給器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ピクチャーインピクチャー（ＰＩＰ）表示機能を有する内視鏡ビデオシステ
ム及び同内視鏡ビデオシステムに用いる内視鏡に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の内視鏡ビデオシステムは一般的に、先端部に対物レンズシステムを有する内視鏡
を有しており、該レンズシステムによって形成された像を例えばビデオモニタにより観察
することができる。この内視鏡ビデオシステムは、医学的な用途では体腔内の像を観察す
るために用いられる。この内視鏡ビデオシステムは、医学的な処置を実行するため、種々
の内視鏡ツールと一緒に用いられる。クリップ供給器は、このようなツールの一種であり
、組織を把持し、つまみ、あるいはシールするために、術者の片方の手によって操作され
る。このようなクリップ供給器は、例えば本出願人による引用文献１－３に開示されてお
り、これらの公報の全ての内容は、本明細書の内容として参照される。通常、このような
内視鏡ビデオシステム及び内視鏡ツールはそれぞれ、患者の皮膚に開けた小さな切開孔か
ら体腔内に挿入される。この内視鏡ビデオシステムは、体腔内を照明する光源及び対物レ
ンズシステムで捉えられた（撮像された）体腔の像を送信する像送信（伝送）手段と一緒
に用いられ、内視鏡ビデオシステムのユーザはその像を観察することができる。
【０００３】
　ビデオモニタは通常、患者の体腔内の像を２次元で表示する。内視鏡ビデオシステム及
び内視鏡ツールは、患者の皮膚の別の切開孔から頻繁に体腔内に挿入されるため、２次元
画像の角度は内視鏡ビデオシステムに依存し、内視鏡ツールには依存しない。問題は、術
者にとって、内視鏡ビデオシステムと内視鏡ツールの体腔内における位置を正確に定める
ことが困難な点にある。例えば、術者が、内視鏡ツールとしてのクリップ供給器を用いて
、動脈に長手方向に間隔をおいてクリップを装着する場合、視認性が悪いと、前に装着し
たクリップに対して正確に次のクリップの位置を定めることが困難になる。実際、体腔内
でのクリップ供給器の動きをビデオモニタで見ながら操作する術者は、前に装着したクリ
ップより近すぎたり遠すぎたりする位置にクリップを置いてしまう可能性、あるいは前に
装着したクリップと重複する位置にクリップを置いてしまう可能性がある。このようなク
リップの誤配置は、クリップ供給器やクリップを損傷し、さらには、患者を傷つけるおそ
れがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００４】
【特許文献１】米国特許公開２００３-００４０７５９号公報
【特許文献２】米国特許公開２００７-００４９９５０号公報
【特許文献３】米国特許第６，２７７，１３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従って本発明は、従来の内視鏡ビデオシステムのこのような問題点を解決することを目
的とする。このため、本発明の内視鏡ビデオシステムは、医療処置の間に患者の体腔内の
像を多角的に撮像する第１と第２のビデオ撮像システムを有しており、これにより、医療
処置の正確性と安全性を高め、患者の健康と安全を確保しつつ、内視鏡ビデオシステム及
び内視鏡ツールの損傷を防ぐ。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様によれば、本発明は体腔内を観察可能とする内視鏡ビデオシステムを備
えている。この内視鏡ビデオシステムは、第１の器具と第２の器具とを備えており、第１
の器具は、体腔内を照明する光源と、この光源によって照明された体腔を撮像する第１の
カメラとを備えている。第２の器具は、医療処置を実行する手術ツールと、照明された体
腔を撮像する第２のカメラを備えている。本内視鏡ビデオシステムはまた、第１のカメラ
で撮像された第１の像及び第２のカメラで撮像された第２の像を受け取るビデオコントロ
ールユニットと、このビデオコントロールユニットから送られた第１、第２の像を表示す
るビデオディスプレイとを有している。
【０００７】
　本発明の内視鏡ビデオシステムは、別の態様では、第１の器具が、第１の像をビデオコ
ントロールユニットとの間で授受する、第１のイメージカプラーと第１のカメラヘッドを
有する第１の像送信ユニットを備えている。
【０００８】
　本発明の内視鏡ビデオシステムは、さらに別の態様では、第２の器具が、ハンドピース
と、このハンドピースの先端に結合されて該ハンドピースから軸方向に延びる回転シャフ
トを備えており、体腔内に挿入可能である。
【０００９】
　本発明の内視鏡ビデオシステムは、手術ツールが、回転シャフトの先端部に備えられた
一対のジョーを備えており、この一対のジョーの間にクリップを供給することができる。
【００１０】
　回転シャフト中には、第２のカメラを収納することができる。そして、この第２のカメ
ラは、ハンドピースから一対のジョーに向けて、回転シャフトの内部空間に軸方向に延び
る撮像スコープを備えている。
【００１１】
　撮像スコープは、その一態様では、その先端部に対物レンズシステムを備え、手元側に
、第２のイメージカプラーと第２のカメラヘッドを有する第２の像送信ユニットを備えて
いる。そして、第２の像送信ユニットが第２の像を受け取りビデオコントロールユニット
に送信する。
【００１２】
　上記撮像スコープは、光ファイバを含むことが実際的である。
【００１３】
　この光ファイバは、その一態様では、上記対物レンズシステムと該光ファイバが軸ねじ
れを生じることなく上記一対のジョーと一緒に回転するように、上記ハンドピースに備え
られた軸受に固定されている。
【００１４】
　光ファイバは、該光ファイバが一対のジョーと一緒に回動したとき該光ファイバに加わ
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るストレスを減少させるサービスループを備えることが好ましい。
【００１５】
　また第２のカメラは、第２の器具の軸方向と平行な光軸を有する対物レンズシステムを
備えることが好ましい。
【００１６】
　ハンドピースは、その一態様では、ハンドル部分と、このハンドル部分に枢着された、
上記手術ツールを動作させるトリガーとを備えている。
【００１７】
　またハンドピースは、その一態様では、該ハンドピース内に挿入可能な、クリップを有
するカートリッジを備え、該カートリッジは、該カートリッジからのクリップが上記一対
のジョーの間に位置するように、上記回転シャフトを通って延びている。
【００１８】
　またハンドピースは、その一態様では、第２の器具の軸方向回りに上記回転シャフトを
回転させ、一対のジョーの方向を調整するアジャスターを備えている。
【００１９】
　このハンドピースは、別の態様では、上記軸受に固定された撮像スコープの回転とは独
立させて、上記回転シャフトを回転させるアジャスターを備えている。
【００２０】
　第２の器具は、具体的には例えば、クリップ供給器である。
【００２１】
　撮像スコープは、その一態様では、回転シャフトに沿って設けられた第１の部分と、ハ
ンドピースに沿って設けられた第２の部分とを有している。
【００２２】
　本発明の内視鏡ビデオシステムにおいて、ビデオコントロールユニットは、その一態様
では、第１の像送信ユニットを介して第１の器具に電気接続された第１のカメラコントロ
ーラ；第２の像送信ユニットを介して第２の器具に電気接続された第２のカメラコントロ
ーラ；及び第１のカメラコントローラ、第２のカメラコントローラ及びビデオディスプレ
イに接続されたピクチャーインピクチャーコンバータ；を備えており、ピクチャーインピ
クチャーコンバータはビデオディスプレイと通信して、第１の像及び第２の像を同時に表
示する。
【００２３】
　このピクチャーインピクチャーコンバータには、ビデオディスプレイに表示される第１
の像と第２の像の相対的な大きさを調整するプロセッサを含ませることが好ましい。
【００２４】
　ピクチャーインピクチャーコンバータにはまた、ビデオディスプレイに表示される第１
の像と第２の像の相対的な位置を調整するプロセッサを含ませることができる。
【００２５】
　ピクチャーインピクチャーコンバータにはさらに、ビデオディスプレイに、第１の像と
第２の像の少なくとも一方と、照明された体腔の像ではない第３の像を表示するプロセッ
サを含ませることができる。
【００２６】
　本発明の内視鏡ビデオシステムにおいて、第１の像は照明された体腔の透視像、第２の
像は医療処置の対象部位の透視像とすることができ、この第１の像と第２の像がビデオデ
ィスプレイに同時に表示される。
【００２７】
　医療処置の対象部位の透視像は、手術ツールの軸方向と平行な方向からの像とすること
が好ましい。
【００２８】
　本発明の一態様では、クリップ供給器が備えられている。このクリップ供給器は、その
一態様では、ハンドピース；フレームと一対のジョーを有し、上記ハンドピースから軸方
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向に延びるツールエンドアッセンブリ；ツールエンドアッセンブリを取り囲んで上記ハン
ドピースから延びる回転シャフト；上記一対のジョーは、この回転シャフトの先端部に設
けられていて少なくとも一つの対象物にクリップを供給すること；及びフレームに固定さ
れ、上記回転シャフトの内部空間に沿って軸方向に延びる撮像スコープ；を有することを
特徴としている。
【００２９】
　本発明のクリップ供給器において、撮像スコープは、その一態様では、上記ツールエン
ドアッセンブリの軸方向と平行な方向の像を撮像する、上記フレームの先端に備えられた
対物レンズシステムと、上記撮像スコープの手元側に備えられたイメージカプラーとカメ
ラヘッドを有し、上記対物レンズユニットで撮像された像をビデオディスプレイに送信す
る像送信ユニットを備えている。
【００３０】
　本発明のクリップ供給器の一態様では、ツールエンドアッセンブリに固定された、一対
のジョーと撮像スコープは、回転シャフトと一緒に回転する。
【００３１】
　本発明のクリップ供給器は、その一態様では、さらに、ハンドピースのセンタに結合さ
れたカラー；ハンドピースの上端部に備えられた補強マウント；及びカラーの上端部から
上記補強マウントの上端部に延びるフード；を備えており、このフードとハンドピースの
少なくとも一部との間に、空間が形成されている。
【００３２】
　本発明のクリップ供給器において、撮像スコープは、その一態様では、回転シャフトに
沿って設けられた第１の部分と、上記ハンドピースに沿って設けられた第２の部分とを備
えている。
【００３３】
　本発明のクリップ供給器において、撮像スコープはまた、回転シャフトに沿って設けら
れた第１の部分と、上記フード内の空間に設けられた第２の部分とを備えている。
【００３４】
　本発明のクリップ供給器において、上記カラーは、上記撮像スコープの第２の部分と第
１の部分を上記回転シャフトに沿って結合するのを可能とする開口を備えている。
【００３５】
　本発明のクリップ供給器において、ハンドピースは、具体的には例えば、ハンドル部分
；このハンドル部分に枢着された上記一対のジョーを動作させるトリガー；及び回転シャ
フトの反対側のハンドピースの手元側に備えられたクリップを有するカートリッジを受け
入れる開口；を備えており、該カートリッジは、該カートリッジからのクリップが上記一
対のジョーの間に位置するように、上記回転シャフトを通って延びている。
【００３６】
　本発明のクリップ供給器において、撮像スコープは光ファイバを含むことが実際的であ
る。
【００３７】
　本発明のクリップ供給器は、さらに、上記補強マウントを通って延びる軸受を有し、上
記光ファイバの手元側の端部は、該光ファイバがねじれないように、上記補強マウントに
対して回転するように、この軸受に固定されている。
【００３８】
　本発明のクリップ供給器において、上記一対のジョーと光ファイバは、上記ツールエン
ドアッセンブリに固定されていて、上記回転シャフトと一緒に回転し、上記光ファイバは
、該光ファイバが上記一対のジョーと一緒に回転するとき、該光ファイバに加わるストレ
スを減少させるサービスループを備えている。
【００３９】
　本発明のクリップ供給器において、上記ハンドピースは、上記ツールエンドアッセンブ
リの軸方向回りに上記回転シャフトを回転させ、上記一対のジョーの方向を、少なくとも
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一つの対象物回りに供給するように調整するアジャスターを備えている。
【発明の効果】
【００４０】
　本発明の内視鏡ビデオシステムによれば、医療処置の間に患者の体腔内の像を多角的に
撮像する第１と第２のビデオ撮像システムを有しているため、医療処置の正確性と安全性
を高め、患者の健康と安全を確保しつつ、内視鏡ビデオシステム及び内視鏡ツールの損傷
を防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
　以下本発明の実施例を添付の実施例に従って説明する。以下の説明において、同一の符
号は同一または類似の部分を示している。
【図１】本発明による内視鏡ビデオシステムを医療処置の用途で示す一実施形態の斜視図
である。
【図２】本発明による内視鏡ビデオシステムの内視鏡器具の軸方向と平行な方向の像を撮
像するための撮像スコープを有する内視鏡ツールの先端部を示す部分斜視図である。
【図３】本発明による内視鏡ビデオシステムのハンドピースの先端部に配置したカラーを
示す部分斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００４２】
　図示実施形態は、本発明の原理とコンセプトを示すために最も有用で理解しやすい形態
を示したものである。このため、本発明の基本的な理解に必要な程度を示すに留め、細部
の構造を示すことはしていない。図面とその説明は、当業者が本発明を実施する際のいく
つかの形態を明らかにするものである。
【００４３】
　従って、本発明は、体腔内を観察するための内視鏡ビデオシステムであって、クリップ
供給器のような内視鏡器具を同時に使用可能な内視鏡ビデオシステムに関する。しかし、
本発明の内視鏡ビデオシステムには、他の公知の内視鏡器具を組み合わせてもよい。
【００４４】
　図１は、体腔（１０）を観察するための内視鏡ビデオシステム（１）と、体腔（１０）
の対象部位（２０）を示している。本内視鏡ビデオシステム（１）は、体腔（１０）を照
明及び（又は）撮像する第１の器具（３０）、対象部位（２０）を含む照明された体腔（
１０）の一部を撮像し医療処置を実行する第２の器具（４０）、及びこの第１、第２の器
具で撮像された像を受け取り、医療処置中にビデオディスプレイ（６０）に送信するビデ
オコントロールユニット（５０）を備えている。
【００４５】
　より詳細には、第１の器具（３０）は、体腔（１０）を照明する光源（３１）と、対象
部位（２０）を含む照明された体腔（１０）の第１の像（６１）を捉える（撮像する）第
１のカメラを備えている。光源（３１）は、図１に示すように、ポート（３３）において
ケーブル（３２）を介して第１の器具（３０）に接続されている。あるいは、光源（３１
）は、体腔（１０）を照明するように、第１の器具（３０）に一体的に装着してもよい。
【００４６】
　本実施形態では、ケーブル（３２）は、光ガイドとなる光学繊維束から構成されている
。あるいは、ケーブル（３２）は、光送信（伝送）に適した他の公知のコネクタに置き換
えることができる。第１のカメラは、光を電気信号に変換するＣＭＯＳ、ＣＣＤ、その他
のイメージセンサを有する対物レンズシステムを備え、この電気信号がコンピュータのモ
ニタやビデオスクリーンのようなビデオディスプレイ（６０）に送信される。第１のカメ
ラはまた、第１のイメージカプラー（３５）を含む第１の像送信ユニット（３４）と、第
１の像（６１）を受け取り、ビデオコントロールユニット（５０）に送信する第１のカメ
ラヘッド（３６）を備えている。ビデオコントロールユニット（５０）は、第１のカメラ
の像をビデオディスプレイ（６０）に表示する。
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【００４７】
　第２の器具（４０）は、手術に用いる手術ツール（７２）と、照明された体腔（１０）
の第２の像（６２）を捉える第２のカメラを有している。第２の器具（４０）には、上述
の実施形態の光源（３１）と同様の光源が備えられている。この光源は、ケーブルを介し
て第２の器具（４０）に接続され、または該第２の器具（４０）の軸方向に沿わせて一体
に備えられており、体腔の対象部位（２０）を照明して観察領域の視認性を高める。実施
形態では、手術ツール（７２）は、アブレータ(切断器)、スカルペル（メス）、クリップ
供給器、シザース（ハサミ）、クランプ、フォーセプス（鉗子）、カウテライザー（鍼灸
）のような内視鏡と一緒に用いる適当な手術ツールである。加えて、本明細書で「像」の
語は、ビデオディスプレイ（６０）上に表示可能なすべてのものを意味し、第１、第２の
カメラで捉えられる像に限定されない。
【００４８】
　第１のカメラと同様に、第２のカメラは、光を電気信号に変換してビデオディスプレイ
（６０）に送信する、ＣＭＯＳ、ＣＣＤ、その他のイメージセンサを有する対物レンズシ
ステムを備えている。第２のカメラはまた、第２のイメージカプラー（４２）を含む第２
の像送信ユニット（４１）と、第２の像（６２）を受け取って、ビデオコントロールユニ
ット（５０）に送信する第２のカメラヘッド（４３）を備えていて、この第２の像がビデ
オディスプレイ（６０）に表示される。
【００４９】
　加えて、第２のカメラの対物レンズシステムは、手術ツール（７２）の軸方向と平行な
光軸を有している。このため、第２のカメラは、体腔（１０）の像であって第１のカメラ
による像とは異なる対象部位（２０）の像を提供することができる。この像は、以下「ツ
ール像」と呼び（呼ぶことがあり）、体腔（１０）と対象部位（２０）の別の像を提供し
、照明された体腔（１０）内において、対象部位（２０）の他の物体との相対的な動きの
視認性を高める。この視認性の向上によって、操作の正確性と安全性が高まり、操作に必
要な時間を短縮することができる。
【００５０】
　このように、ビデオコントロールユニット（５０）は、第１、第２の像（６１，６２）
を受け取り、ビデオディスプレイ（６０）は、ビデオコントロールユニット（５０）から
送信されたこの像（６１，６２）を表示する。さらに、ビデオコントロールユニット（５
０）は、ケーブル（５２）を介して第１の像送信ユニット（３４）から第１のカメラに電
気的に接続された第１器具カメラコントローラ（５１）と、ケーブル（５４）を介して第
２の像送信ユニット（４１）から第２のカメラに電気的に接続された第２器具カメラコン
トローラ（５３）と、ケーブル（５６，５７）を介して第１、第２の器具カメラコントロ
ーラ（５１，５３）のそれぞれに電気的に接続されたピクチャーインピクチャーコンバー
タ（以下ＰＩＰコンバータ、５５）とを有している。ビデオコントロールユニット（５０
）はまた、ケーブル（５８）を介してビデオディスプレイ（６０）に電気的に接続されて
いる。
【００５１】
　ＰＩＰコンバータ（５５）は、第１、第２の像（６１，６２）が単独でまたは同時に表
示されるようにビデオディスプレイ（６０）との間で通信する。ＰＩＰコンバータ（５５
）は、照明された体腔（１０）内の追加の像を捉えるために、追加のカメラコントローラ
（及び対応するカメラ）に電気的に接続することが可能である。加えて、ＰＩＰコンバー
タ（５５）は、ＥＫＧマシン、体温計のようなＰＩＰコンバータ（５５）と通信（及びさ
らに像やデータの送受信）ができる他のデバイスに接続することができる。これらの接続
によって、本内視鏡ビデオシステム（１）の操作性を高め、与えられた医療操作中の本シ
ステムの使用をより容易にすることができる。
【００５２】
　さらに、カメラコントローラ（５１，５３）とビデオディスプレイ（６０）は、ケーブ
ル（５６，５７，５８）を介してＰＩＰコンバータ（５５）に電気的に接続されているが
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、このようなケーブル接続は、ワイヤレス接続、赤外線接続のような公知の送信機構に置
き換えることが可能である。
【００５３】
　ＰＩＰコンバータ（５５）は、ビデオディスプレイ（６０）に表示された第１、第２の
像（６１，６２）の相対的な大きさと位置を調整するプロセッサを含んでおり、これらの
像は、本内視鏡ビデオシステムユーザの種々の好みの機器に表示される。このため、ＰＩ
Ｐコンバータ（５５）は、本内視鏡ビデオシステム（１）をユーザの使用機器にセットし
使用可能とするコンピュータプログラムに接続することができる。
【００５４】
　プロセッサは、第１と第２の像の少なくとも一方を表示し、さらに、照明された体腔（
１０）の像ではない第３の像をビデオディスプレイ（６０）に表示する。この第３の像は
、例えば、ＥＫＧモニタ、輝度検出器、温度読取器等の医療処置中の外科医に必要な像と
することができる。加えて、この像は、個々に、または同時に表示することができる。同
時に表示する場合には、ビデオディスプレイ（６０）上の像は、外科医の好みに応じて、
重ねられ、間隔をおき、一方の上に他方を重ねて表示することができる。
【００５５】
　第１の像（６１）は、医療処置のために、手術ツール（７２）と対象部位（２０）を見
るための照明された体腔（１０）内の透視像である。一方、第２の像（６２）は、図１に
示すように、対象部位（２０）における医療処置における手術ツール（７２）の透視像で
ある。本実施形態では、透視像、別言すると、手術ツール（７２）によって撮られた対象
部位のツール像は、該手術ツール（７２）の軸方向と平行な方向から撮像した像である。
加えて、これらの像は、熱像（サーモグラフィ）、カラー画像、白黒画像等、ビデオディ
スプレイ（６０）での観察に適した像とすることができる。
クリップ供給器
【００５６】
　実施形態では、第２の器具（４０）はクリップ供給器であり、このクリップ供給器は、
本内視鏡ビデオシステム（１）に合体させることができる。図１ないし図３につき、この
クリップ供給器を説明する。
【００５７】
　図１と図２に示すように、クリップ供給器（４０）は、ハンドピース（４４）、回転シ
ャフト（４５）及びツールエンドアッセンブリ（７０）を有している。ツールエンドアッ
センブリ（７０）は、積層したクリップのクリップカートリッジ（４６）を受けるフレー
ム（７１）と一対のジョー（可動顎）（７２）を備えている。ツールエンドアッセンブリ
（７０）は、ハンドピース（４４）から軸方向に延び、回転シャフト（４５）はハンドピ
ース（４４）から軸方向に延びてツールエンドアッセンブリ（７０）を取り囲んでいる。
一対のジョー（７２）は、回転シャフト（４５）の先端部に設けられていて、少なくとも
一つの対象部位にクリップ（４７）を供給する。
【００５８】
　クリップ供給器（４０）の第２のカメラは、撮像スコープ（７３）を有しており、この
撮像スコープ（７３）は、回転シャフト（４５）の内部空間に軸方向に沿って延びるよう
にフレーム（７１）に結合されている。図２に示すように、撮像スコープ（７３）は、対
物レンズシステム（７４）を有し、第２の像送信ユニット（４１）に接続されている。撮
像スコープ（７３）はその少なくとも一部が回転シャフト（４５）内に収納されており、
残りの部分がハンドピース（４４）に結合されている。撮像スコープ（７３）と一対のジ
ョー（７２）は、図示するように、フレーム（７１）に取り付けられており、回転シャフ
ト（４５）の回転に従って回転する。このため、撮像スコープ（７３）は、軸方向に間隔
をおいてフレーム（７１）に溶接されあるいはクランプされている。加えて、撮像スコー
プ（７３）は、１０ｋファイバの柔軟マイクロ光ファイバから構成することができる。
【００５９】
　実施形態では、ハンドピース（４４）は、ハンドル部分（８０）と、このハンドル部分
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（８０）に枢着されたトリガー（８１）を備えている。トリガー（８１）は、一対のジョ
ー（７２）を動作させる。ハンドピース（４４）は、クリップカートリッジ（４６）を受
け入れる開口を備えている。この開口は、ハンドピース（４４）の軸方向に延びていて、
クリップカートリッジ（４６）をハンドピース（４４）の手元側からクリップ供給器（４
０）の先端に備えられた一対のジョー（７２）に向かって挿入することができる。さらに
、クリップカートリッジ（４６）は、ハンドピース（４４）のこの開口、及びフレーム（
７１）に形成したカートリッジ受容部を介し回転シャフト（４５）を通って延びている。
【００６０】
　クリップカートリッジ（４６）は、ハンドピース（４４）の手元側に装填されるとした
が、例えば、ハンドピース（４４）の側面（前方側面または後方側面）に形成した開口を
介して該ハンドピース（４４）内に装填することも可能である。あるいは、クリップカー
トリッジ（４６）は、ハンドピース（４４）の適当な位置に設けた摺動可能なあるいはヒ
ンジ構造の引込器によって該ハンドピース（４４）に装填することも可能である。別の実
施形態では、クリップカートリッジ（４６）は、離脱不能にハンドピース（４４）に予め
装填しておくこともできる。
【００６１】
　ハンドピース（４４）はさらに、回転シャフト（４５）を軸回りに回転させて一対のジ
ョー（７２）の方向を変え、少なくとも一つの対象物の回りにクリップ（４７）を供給す
るアジャスター（８２）を備えている。ユーザは、アジャスター（８２）を用いて、体腔
（１０）内の対象部位（２０）において対象物にクリップ（４７）を供給する位置に一対
のジョー（７２）を回転させることができる。トリガー（８１）が操作されると、クリッ
プ（４７）はクリップカートリッジ（４６）から解放されて、一対のジョー（７２）の間
に位置し、体腔（１０）内の対象部位（２０）の対象物に供給される。一対のジョー（７
２）は、対象物の回りに装着される常開型の弾性クリップを閉じておくタイプ、あるいは
対象物に装着される常閉型の弾性クリップを開いておくタイプのいずれも用いることがで
きる。さらにクリップ供給器（４０）は、体腔（１０）内でステープルを供給し、あるい
は、対象物を把持して除去し調整するものであってもよい。別言すると、クリップ供給器
（４０）は、クリップやステープルを供給する以外の目的で、本装置の機能を増加させる
ために用いることができる。
【００６２】
　クリップ供給器（４０）はさらに、ハンドピース（４４）の先端部に結合されたカラー
（８３）、ハンドピース（４４）の上端部に備えられた軸受（８５）を有する補強マウン
ト（８４）、及びフード（８６）を備えている。フード（８６）は、補強マウント（８４
）の上端からカラー（８３）の上端に延び、該フード（８６）と少なくともハンドピース
（４４）の一部との間に閉じた部屋を画成する。カラー（８３）は、回転シャフト（４５
）をハンドピース（４４）に接続し、補強マウント（８４）は軸受（８５）を内蔵してい
る。上述のように、軸受（８５）は補強マウント（８４）を通って延び、光ファイバの手
元側端部は軸受（８５）に接続されていて、該光ファイバが補強プレートに対して回動し
、第２の像送信ユニット（４１）に接続される。
【００６３】
　フード（８６）は、撮像スコープ（７３）のサービスループ（環状部）（８７）を収納
するのに適した形状と材料からなっており、回転シャフト（４５）の操作中に光ファイバ
にねじれが生じるのを可能とする。フード（８６）はまた、サービスループ（８７）の汚
染、及び光ファイバの損傷を防止する。フード（８６）は、サービスループ（８７）に対
するアクセスを可能とするために、あるいはクリップ供給器（４０）の一部を修理するた
めに、着脱可能とすることもできる。このため、クリップ供給器（４０）は、ディスポー
ザブルとしても再使用可能としてもよい。
【００６４】
　図１に示すように、光ファイバ（すなわち撮像スコープ）は、軸受（８５）に固定され
ている。光ファイバは、対物レンズシステム（７４）と光ファイバが一対のジョー（７２
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）と一緒に回転する一方で、回転シャフト（４５）の回転中に光ファイバに生じるねじれ
を制限するように、軸受（８５）に接続されている。すなわち、軸受（８５）は、ユーザ
がアジャスター（８２）を使用するとき、回転シャフト（４５）回りに光ファイバが過度
にねじれて破損するのを防止する目的を有する。撮像スコープ（７３）の回転シャフト（
４５）回りの回転は、軸受（８５）に固定された撮像スコープ（７３）の回転とは独立し
ていることに注意が必要である。
【００６５】
　撮像スコープ（７３）は、サービスループ（８７）を含む、第１部分（８８）と第２部
分（８９）を有すると見ることも可能である。第１部分（８８）は、回転シャフト（４５
）に沿って設けられ、第２部分（８９）は、フード（８６）によって画成された空間内で
ハンドピース（４４）に沿って設けられている。前述のように、撮像スコープ（７３）の
第１部分（８８）は、軸方向に間隔をおいてフレーム（７１）に溶接しまたはクランプす
ることができる。第２部分（８９）（軸受（８５）に固定されたサービスループ（８７）
を含む）は、ツールエンドアッセンブリ（７０）に沿う光ファイバが、一対のジョー（７
２）及び回転シャフト（４５）と一緒に回転するとき、撮像スコープ（７３）に生じるス
トレス（軸ねじれを含む）を減少させる。
【００６６】
　図２に示すように、第１部分（８８）と第２部分（８９）は、カラー（８３）の開口（
９０）を介して互いに結合されている。図３に示すように、開口（９０）は、サービスル
ープ（８７）が外部に曝されることなく、第１部分（８８）内で進退することを可能にし
ている。このことは、ねじれの問題だけでなく、撮像スコープ（７３）の汚染及び破損を
防ぐことにも関係している。加えて、カラー（８３）は、光ファイバのねじれ量を制限し
、破壊点までねじれるのを防止するための付加的な安全機構として、カラー（８３）の側
部に設けたストップピン（９１）を備えている。
【００６７】
　以上のように、本発明の内視鏡ビデオシステムは、医療処置の対象部位の観察を容易に
する。その結果、医療処置の正確性と安全性が高まり、内視鏡ビデオシステムの及び付随
する内視鏡ツールの破損のリスクを大きく減少させ、患者の健康と安全性を確かにするこ
とができる。
【００６８】
   以上本発明を適当に結合することができる複数の実施例に基づいて説明したが、説明
に用いた言葉は、限定のためでなく、説明と図示のために用いたものである。本発明の精
神から離れることなく、特許請求の範囲内での種々の変更が可能である。また、特定の手
段、物質及び実施形態に従って本発明を説明したが、開示した実施例に限定されることは
なく、請求範囲と等価な構造、方法及び使用例を含むものである。
【符号の説明】
【００６９】
１　内視鏡ビデオシステム
１０　体腔
２０　対象部位
３０　第１の器具
３１　光源
３２　ケーブル
３３　ポート
３４　第１の像送信ユニット
３５　第１のイメージカプラー
３６　第１のカメラヘッド
４０　第２の器具（クリップ供給器）
４１　第２の像送信ユニット
４２　第２のイメージカプラー
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４３　第２のカメラヘッド
４４　ハンドピース
４５　回転シャフト
４６　クリップカートリッジ
４７　クリップ
５０　ビデオコントロールユニット
５１　第１器具カメラコントローラ
５２　５４ ５６　５７　５８　ケーブル
５３　第２器具カメラコントローラ
５５　ＰＩＰ（ピクチャーインピクチャー）コンバータ
６０　ビデオディスプレイ
６１　第１の像
６２　第２の像
７０　ツールエンドアッセンブリ
７１　フレーム
７２　手術ツール（ジョー）
７３　撮像スコープ
７４　対物レンズシステム
８０　ハンドル部分
８１　トリガー
８２　アジャスター
８３　カラー
８４　補強マウント
８５　軸受
８６　フード
８７　サービスループ
８８　第１部分
８９　第２部分
９０　開口
９１　ストップピン
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【図３】

【手続補正書】
【提出日】平成23年2月24日(2011.2.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図１】

【手続補正２】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図３
【補正方法】変更
【補正の内容】
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